
情報公開請求事務の流れ

１ 公開請求

公開請求者

総合窓口

実施機関

（各課）
第三者

文書法務課

行政サービスセ

ンター・中核型

地区センター

照会・回答

請求

請求書の受付
請求書控

を受領
請求書の受付

公 文 書 の

検索・特定

通知

意見書の提出
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２ 審査請求

審査請求人
実施機関

（審査庁・諮問庁） 情報公開審査会

審査請求

諮 問（弁明書(写 )を添付）

諮問した旨の通知

審査請求書の受付

弁明書の作成・送付

審査請求に対する裁決・

裁決書の送付

答申の公表

答申・答申書(写)の送付

提出資料の閲覧

調査審議

対象公文書の分類・整理・

提出要求

意見書・資料提出の求め、

陳述・鑑定等の調査

（任意）

反論書の作成・送付

口頭意見陳述の申立て

証拠書類等の提出

提出書類等の閲覧等

（ 審 理 手 続 の 終 結 ま で 可 能 ）

口頭意見陳述・出頭・

意見書等提出の機会付与

提出資料の閲覧

審理手続の終結・

終結通知の送付

（申出が可能）

口頭意見陳述

意見書等の提出

反論書等の提出期限の通知

<法第4条 > <法第4条>

弁明書の受領
<法第29条第2項・第5項>

<条例第19条 >

<条例第18条>

<法第30条等>

<法第30条 >

<法第31条第1項>

<法第38条第1項>

<条例第23条>

<条例第22条第3項>

<条例第22条第4項>

<条例第24条>
<条例第24条>

<条例第26条>

<条例第26条 >

<法第41条第1項・第3項>

<法第44条・第51条第2項>

＊法：行政不服審査法、条例：富山市情報公開条例

通知の受領

諮問の受付

答申書(写 )の受領

通知の受領

裁決書の受領

意見書・資料提出


